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主 
 

要 
 

目 
 

次 

 
 

規 
 

則 

○ 

千
葉
県
土
砂
等
の
埋
立
て
等
に
よ
る
土
壌
の
汚
染
及
び
災
害
の
発
生
の
防
止
に
関
す
る
条
例 

 
 

 

 
 

施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一 

○ 

千
葉
県
再
生
土
の
埋
立
て
等
の
適
正
化
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 
 

二 

○ 

千
葉
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二 

○ 

千
葉
県
立
農
業
大
学
校
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

三 

 
 

訓 
 

令 

○ 

建
設
工
事
等
契
約
事
務
取
扱
実
施
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

三 

規

則 

 

千
葉
県
土
砂
等
の
埋
立
て
等
に
よ
る
土
壌
の
汚
染
及
び
災
害
の
発
生
の
防
止
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
□ 

 
 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

千
葉
県
規
則
第
二
十
七
号 

 
 

 

千
葉
県
土
砂
等
の
埋
立
て
等
に
よ
る
土
壌
の
汚
染
及
び
災
害
の
発
生
の
防
止
に
関
す
る
条
例
施
行

規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

千
葉
県
土
砂
等
の
埋
立
て
等
に
よ
る
土
壌
の
汚
染
及
び
災
害
の
発
生
の
防
止
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則

□
平
成
九
年
千
葉
県
規
則
第
八
十
一
号
□
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
□ 

 

第
八
条
の
二
第
七
項
及
び
第
八
項
を
削
る
□ 

 

第
十
六
条
の
二
を
第
十
六
条
の
三
と
し
□
第
十
六
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
□ 

 

□
関
係
書
類
等
の
保
存
□ 

第
十
六
条
の
二 

条
例
第
二
十
六
条
第
二
項
の
規
則
で
定
め
る
電
磁
的
記
録
は
□
条
例
第
十
条
の
許
可
を

受
け
た
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
□
イ
ル
又
は
電
子
的
方
式
□
磁
気
的
方
式
そ

の
他
人
の
知
覚
に
よ
□
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
□
て
電
子
計
算

機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
に
係
る
記
録
媒
体
を
も
□
て
調
製
す
る
フ
□
イ
ル
に
情
報

を
記
録
し
た
も
の
と
す
る
□ 

２ 

条
例
第
二
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
書
類
及
び
図
面
の
写
し
並
び
に
条
例
第
十
六
条
に
規
定
す
る

土
砂
等
管
理
台
帳
に
つ
い
て
□
書
面
の
保
存
に
代
え
て
当
該
書
面
に
係
る
電
磁
的
記
録
の
保
存
を
行
う

場
合
は
□
次
の
各
号
に
掲
げ
る
方
法
の
い
ず
れ
か
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□ 

 

一 

作
成
さ
れ
た
電
磁
的
記
録
を
条
例
第
十
条
の
許
可
を
受
け
た
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備

え
ら
れ
た
フ
□
イ
ル
又
は
電
磁
的
記
録
媒
体
□
電
磁
的
記
録
に
係
る
記
録
媒
体
を
い
う
□
以
下
同

じ
□
□
を
も
□
て
調
製
す
る
フ
□
イ
ル
に
よ
り
保
存
す
る
方
法 

 

二 

書
面
に
記
載
さ
れ
て
い
る
事
項
を
ス
キ
□
ナ
□
こ
れ
に
準
ず
る
画
像
読
取
装
置
を
含
む
□
□
に
よ

り
読
み
取
□
て
で
き
た
電
磁
的
記
録
を
条
例
第
十
条
の
許
可
を
受
け
た
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算

機
に
備
え
ら
れ
た
フ
□
イ
ル
又
は
電
磁
的
記
録
媒
体
を
も
□
て
調
製
す
る
フ
□
イ
ル
に
よ
り
保
存
す

る
方
法 

３ 

条
例
第
十
条
の
許
可
を
受
け
た
者
が
□
前
項
各
号
の
規
定
に
よ
り
電
磁
的
記
録
の
保
存
を
行
う
場
合

は
□
必
要
に
応
じ
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
た
事
項
を
出
力
す
る
こ
と
に
よ
り
□
直
ち
に
整
然
と
し
た

形
式
及
び
明
瞭
な
状
態
で
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
そ
の
他
の
機
器
に
表
示
及
び
書
面
を
作
成
で
き
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
□ 

 

第
二
十
条
を
削
る
□ 

 

別
表
第
一
カ
ド
ミ
ウ
ム
の
項
中
□
日
本
産
業
規
格
Ｋ
〇
一
〇
二
□
以
下
□
規
格
□
と
い
う
□
□
五
十

五
・
二
□
五
十
五
・
三
又
は
五
十
五
・
四
□
を
□
日
本
産
業
規
格
□
以
下
□
規
格
□
と
い
う
□
□
Ｋ
〇
一

〇
二―

三
の
十
四
・
三
□
十
四
・
四
又
は
十
四
・
五
□
に
改
め
□
同
表
全
シ
ア
ン
の
項
中
□
規
格
三
十
八

に
定
め
る
方
法
□
規
格
三
十
八
・
一
・
一
及
び
三
十
八
の
備
考
十
一
に
定
め
る
方
法
を
除
く
□
□
□
を

□
規
格
Ｋ
〇
一
〇
二―

二
の
九
・
三
・
二
若
し
く
は
九
・
三
・
三
の
蒸
留
操
作
を
行
い
□
九
・
四
□
九
・

五
□
九
・
六
若
し
く
は
九
・
七
の
分
析
を
行
う
方
法
□
に
改
め
□
同
表
有
機
燐り

ん

の
項
測
定
方
法
の
欄
を
次

の
よ
う
に
改
め
る
□ 

規
格
Ｋ
〇
一
〇
二―

四
の
七
・
二
・
一
及

び
七
・
二
・
三
に
定
め
る
方
法
又
は
パ
ラ

チ
オ
ン
□
メ
チ
ル
パ
ラ
チ
オ
ン
若
し
く
は

Ｅ
Ｐ
Ｎ
に
あ
□
て
は
規
格
Ｋ
〇
一
〇
二―

四
の
七
・
二
・
一
□
七
・
二
・
二
・
二
及

び
七
・
二
・
五
又
は
七
・
二
・
一
及
び

七
・
二
・
六
に
定
め
る
方
法 

 

別
表
第
一
鉛
の
項
中
□
規
格
五
十
四
□
を
□
規
格
Ｋ
〇
一
〇
二―

三
の
十
三
・
二
□
十
三
・
三
□
十

三
・
四
又
は
十
三
・
五
□
に
改
め
□
同
表
六
価
ク
ロ
ム
の
項
中
□
規
格
六
十
五
・
二
□
規
格
六
十
五
・

二
・
七
□
を
□
規
格
Ｋ
〇
一
〇
二―

三
の
二
十
四
・
三
□
二
十
四
・
三
・
七
□
に
改
め
□
同
表
砒ひ

素
の
項

中
□
規
格
六
十
一
□
を
□
規
格
Ｋ
〇
一
〇
二―

三
の
二
十
・
二
□
二
十
・
三
□
二
十
・
四
又
は
二
十
・

五
□
に
改
め
□
同
表
ア
ル
キ
ル
水
銀
の
項
中
□
付
表
三
□
を
□
付
表
一
□
に
改
め
□
同
表
ジ
ク
ロ
ロ
メ
タ

ン
の
項
□
四
塩
化
炭
素
の
項
□
一
・
二―

ジ
ク
ロ
ロ
エ
タ
ン
の
項
□
一
・
一―

ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
の

項
□
一
・
二―
ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
の
項
□
一
・
一
・
一―

ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
タ
ン
の
項
□
一
・
一
・
二―

ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
タ
ン
の
項
□
ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
の
項
□
テ
ト
ラ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
の
項
□
一
・
三―

ジ
ク
ロ
ロ
プ
ロ
ペ
ン
の
項
及
び
ベ
ン
ゼ
ン
の
項
中
□
日
本
産
業
規
格
□
を
□
規
格
□
に
改
め
□
同
表
セ
レ

ン
の
項
中
□
規
格
六
十
七
・
二
□
六
十
七
・
三
又
は
六
十
七
・
四
□
を
□
規
格
Ｋ
〇
一
〇
二―

三
の
二
十

毎
週
火
・
金
曜
日
定
例
発
行 

令

和

8

年

3 

月

31

日 

号 
 

外 

 



 
 

 

二 

千 葉 県 報 号外第２８号 令和 8 年 3 月 31 日（火曜日） 

六
・
二
□
二
十
六
・
三
又
は
二
十
六
・
四
□
に
改
め
□
同
表
ふ
□
素
の
項
測
定
方
法
の
欄
を
次
の
よ
う
に

改
め
る
□ 

規
格
Ｋ
〇
一
〇
二―

二
の
五
・
二
及
び

五
・
三
□
五
・
二
及
び
五
・
四
□
五
・
二

及
び
五
・
五
又
は
五
・
二
及
び
五
・
六
に

定
め
る
方
法 

 

別
表
第
一
ほ
う
素
の
項
中
□
規
格
四
十
七
・
一
□
四
十
七
・
三
又
は
四
十
七
・
四
□
を
□
規
格
Ｋ
〇
一

〇
二―

三
の
五
・
二
□
五
・
五
又
は
五
・
六
□
に
改
め
□
同
表
一
・
四―

ジ
オ
キ
サ
ン
の
項
中
□
付
表

八
□
を
□
付
表
七
□
に
改
め
□
同
表
の
備
考
第
四
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
□ 

 
 

四 

全
シ
ア
ン
の
項
目
の
測
定
方
法
に
つ
い
て
は
□
次
の
と
お
り
と
す
る
□ 

 
 

 

イ 

規
格
Ｋ
〇
一
〇
二―

二
の
九
・
六
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
分
析
を
行
う
場
合
に
あ
□
て
は
□

蒸
留
操
作
は
装
置
に
て
行
わ
な
い
も
の
と
す
る
□ 

 
 

 

ロ 

昭
和
四
十
六
年
環
境
庁
告
示
第
五
十
九
号
付
表
一
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
測
定
す
る
場
合
に

あ
□
て
は
□
蒸
留
操
作
は
装
置
に
て
行
う
も
の
と
す
る
□ 

 

別
表
第
一
の
備
考
第
七
号
イ
中
□
規
格
三
十
四
・
四
□
を
□
規
格
Ｋ
〇
一
〇
二―

二
の
五
・
二
及
び

五
・
四
□
に
□
□
ハ
ロ
ゲ
ン
水
素
□
を
□
ハ
ロ
ゲ
ン
化
水
素
□
に
□
□
日
本
産
業
規
格
□
を
□
規
格
□
に

改
め
□
同
号
ロ
中
□
規
格
三
十
四
・
一
・
一 

に
定
め
る
方
法
に
あ
□
て
は
□
注 

第
三
文
及
び
規
格
三

十
四
の
備
考
一
を
除
く
□
を
□
規
格
Ｋ
〇
一
〇
二―

二
の
五
・
二
及
び
五
・
五
に
定
め
る
方
法
に
よ
る
測

定
は
□
蒸
留
操
作
を
行
う
場
合
に
あ
□
て
は
□
フ
□
ノ
□
ル
フ
タ
レ
イ
ン
溶
液
を
加
え
ず
□
ｐ
Ｈ
試
験
紙

に
よ
□
て
液
性
を
判
別
す
る
□
に
□
□
こ
れ
□
を
□
五
・
二
に
定
め
る
操
作
□
に
改
め
□
同
号
を
同
表
の

備
考
第
八
号
と
し
□
同
表
の
備
考
第
六
号
中
□
日
本
産
業
規
格
□
を
□
規
格
□
に
改
め
□
同
号
を
同
表
の

備
考
第
七
号
と
し
□
同
表
の
備
考
第
五
号
中
□
規
格
六
十
五
・
二
・
六
□
を
□
規
格
Ｋ
〇
一
〇
二―

三
の

二
十
四
・
三
・
二
□
に
□
□
日
本
産
業
規
格
□
を
□
規
格
□
に
改
め
□
同
号
を
同
表
の
備
考
第
六
号
と

し
□
同
表
の
備
考
第
四
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
□ 

 
 

五 

有
機
燐り

ん

□
パ
ラ
チ
オ
ン
□
メ
チ
ル
パ
ラ
チ
オ
ン
□
メ
チ
ル
ジ
メ
ト
ン
及
び
Ｅ
Ｐ
Ｎ
を
い
う
□
□

の
項
目
に
つ
い
て
□
規
格
Ｋ
〇
一
〇
二―

四
の
七
・
二
・
一
及
び
七
・
二
・
六
に
定
め
る
方
法
に

よ
り
測
定
す
る
場
合
に
お
い
て
□
七
・
二
・
二
の
ク
リ
□
ン
ア
□
プ
を
行
う
と
き
は
□
七
・
二
・

二
・
二
に
定
め
る
操
作
と
す
る
も
の
と
す
る
□ 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
□
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

  

千
葉
県
再
生
土
の
埋
立
て
等
の
適
正
化
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に

公
布
す
る
□ 

 
 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

千
葉
県
規
則
第
二
十
八
号 

 
 

 

千
葉
県
再
生
土
の
埋
立
て
等
の
適
正
化
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

千
葉
県
再
生
土
の
埋
立
て
等
の
適
正
化
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
□
平
成
三
十
一
年
千
葉
県
規
則
第
八

号
□
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
□ 

 

第
七
条
第
一
項
中
□
日
本
産
業
規
格
Ｋ
〇
一
〇
二
□
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
□
規
格
□
と
い
う
□
□
十

二
・
一
□
を
□
日
本
産
業
規
格
□
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
□
規
格
□
と
い
う
□
□
Ｋ
〇
一
〇
二―

一
の
十

二
□
に
□
□
規
格
三
十
五
□
を
□
規
格
Ｋ
〇
一
〇
二―

二
の
六
□
に
改
め
る
□ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

□ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

別
記
第
八
号
様
式
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

を 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

□ 

□ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

に
改
め
る
□ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

□ 

 
 

 

附 

則 

 

□
施
行
期
日
□ 

１ 

こ
の
規
則
は
□
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

 

□
経
過
措
置
□ 

２ 

こ
の
規
則
の
施
行
前
に
□
改
正
前
の
千
葉
県
再
生
土
の
埋
立
て
等
の
適
正
化
に
関
す
る
条
例
施
行
規

則
の
規
定
に
よ
り
調
製
し
た
用
紙
は
□
こ
の
規
則
の
施
行
後
に
お
い
て
も
□
当
分
の
間
□
所
要
の
調
整

を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
□ 

  
千
葉
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
□ 

 
 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

千
葉
県
規
則
第
二
十
九
号 

 
 

 

千
葉
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

千
葉
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例
施
行
規
則
□
昭
和
四
十
年
千
葉
県
規
則
第
二
号
□
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
□ 

 

第
五
条
第
一
項
第
一
号
中
□
環
境
生
活
部
県
民
生
活
課
□
を
□
健
康
福
祉
部
こ
ど
も
・
若
者
政
策
課
□

c) 

(2) 

日
本

産
業

規
格

 
Ｋ

0
1
0
2
 

1
2
.
1
 

日
本

産
業

規
格

 
Ｋ

0
1
0
2
 

3
5
 

 

日
本

産
業

規
格

 
Ｋ

0
1
0
2
-
1
 

1
2
 

日
本

産
業

規
格

 
Ｋ

0
1
0
2
-
2
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に
改
め
る
□ 

 
 

 

附 

則 

 
こ
の
規
則
は
□
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

  

千
葉
県
立
農
業
大
学
校
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
□ 

 
 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

千
葉
県
規
則
第
三
十
号 

 
 

 

千
葉
県
立
農
業
大
学
校
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

千
葉
県
立
農
業
大
学
校
管
理
規
則
□
平
成
二
十
三
年
千
葉
県
規
則
第
九
十
八
号
□
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
□ 

 

第
十
条
□
第
十
一
条
第
一
項
□
第
十
四
条
□
第
十
五
条
第
一
項
及
び
第
十
六
条
中
□
生
徒
□
を
□
学

生
□
に
改
め
る
□ 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
□
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

訓

令 

 

建
設
工
事
等
契
約
事
務
取
扱
実
施
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
□ 

 
 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

千
葉
県
訓
令
第
八
号 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

本 
 

庁 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

出
先
機
関 

 
 

 
 

 

建
設
工
事
等
契
約
事
務
取
扱
実
施
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

 

建
設
工
事
等
契
約
事
務
取
扱
実
施
規
程
□
昭
和
五
十
年
千
葉
県
訓
令
第
八
号
□
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
□ 

 

第
十
条
第
一
項
中
□
に
係
る
設
計
に
つ
い
て
検
討
の
う
え
□
指
名
替
え
又
は
設
計
変
更
等
再
び
入
札
に

付
す
る
た
め
□
を
□
を
再
び
入
札
に
付
す
る
た
め
□
見
積
り
の
徴
取
□
調
達
の
実
態
を
反
映
し
た
設
計
の

変
更
□
指
名
業
者
の
変
更
□
入
札
参
加
資
格
要
件
の
緩
和
そ
の
他
□
に
改
め
□
同
条
第
二
項
中
□
最
低
入

札
者
□
最
低
入
札
者
か
ら
見
積
り
を
徴
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
□
最
低
入
札
者
を
除
く
他
の
入
札

者
の
う
ち
の
最
低
入
札
者
□
□
を
□
最
低
価
格
入
札
者
□
に
改
め
□
同
項
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う
に
加

え
る
□ 

 

こ
の
場
合
に
お
い
て
□
最
低
価
格
入
札
者
か
ら
見
積
り
を
徴
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
は
□
他
の
入

札
者
の
う
ち
最
低
の
価
格
を
も
つ
て
入
札
し
た
者
又
は
知
事
が
別
に
定
め
る
入
札
者
か
ら
見
積
り
を
徴
す

る
も
の
と
す
る
□ 

 

第
十
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
□ 

３ 

入
札
の
執
行
者
は
□
前
項
の
規
定
に
よ
る
見
積
り
は
□
同
一
の
工
事
等
に
つ
い
て
三
回
を
超
え
て
徴

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
□ 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
訓
令
は
□
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
□ 
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購
読
料 

本
号 

 

一
部 

 
 

 
 

 

一
二
円 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

発 

行 

者 
 

千
葉
市
中
央
区
市
場
町
一
番
一
号 

 
 

 

千 
 

 
 

 

葉 
 

 
 

 

県 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

購
読
申
込
先 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

〇
四
三
□
二
二
三
□
二
六
五
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